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上市町義務教育学校整備事業
実施方針　新旧対照表

Ｎｏ 頁 第1章 第1節 1 (1) ア 項目等 修正前 修正後 備考

1 1 第1章 第1節 2 2.　事業対象地
　また、付帯事業（任意）として上市町義務教育学校の開校後にお
ける各小学校跡地について、利活用の提案を可とする。

　また、付帯事業（任意）として事業予定地及び上市町義務教育学
校の開校後における各小学校跡地について、利活用の提案を可
とする。

2 4 第1章 第1節 8 (1) (1)　事業方式

　本事業は、本施設の管理者等である本町が、民間事業者（以下
「事業者」という。）と締結する本事業に係る契約（以下「事業契約」
という。）に従い、事業者が、本施設の設計及び建設等の業務を行
い、本町に所有権を移転した後、事業契約により締結された契約
書（以下｢事業契約書｣という。）に定める事業期間が終了するまで
の間、維持管理及び運営業務を遂行する方式として、PFI手法によ
るBTO（Build Transfer Operate）方式又はDBO（Design Build 
Operate）方式により実施する。
（以降の記述はPFI手法を用いた場合を前提とするが、DBO方式を
採用した場合においても原則として同様とする。）

　本事業は、本施設の管理者等である本町が、民間事業者（以下
「事業者」という。）と締結する本事業に係る契約（以下「事業契約」
という。）に従い、事業者が、本施設の設計及び建設等の業務を行
い、本町に所有権を移転した後、事業契約により締結された契約
書（以下｢事業契約書｣という。）に定める事業期間が終了するまで
の間、維持管理及び運営業務を遂行する方式として、DBO
（Design Build Operate）方式で実施することを予定している。な
お、事業の手続については、PFI法に定める手続に準じて進めるこ
とを想定している。

3 7 第1章 第1節 12
12.　光熱水費
の負担

給食調理業務における維持管理及び運営業務の実施に係る光熱
水費は、事業者が負担する。給食調理業務以外の維持管理及び
運営業務の実施に係る光熱水費は、本町が直接支払う。本事業
は、環境負荷低減に寄与する事業とするため、可能な限り光熱水
費の削減を図るように業務を実施すること。

維持管理及び運営業務の実施に係る光熱水費は、本町が直接支
払う。本事業は、環境負荷低減に寄与する事業とするため、可能
な限り光熱水費の削減を図るように業務を実施すること。

4 8 第1章 第1節 13
13.　事業スケ
ジュール（予定）

事業契約締結日 令和 9 年 9 月頃 
事業期間 事業契約締結日～令和 29 年 3 月末日 
設計・建設期間 ・1 期工事：事業契約締結日～令和 13 年 6 月末日 

・2 期工事：令和 13 年 9 月 1 日～令和 14 年 11 月末日 
・3 期工事：令和 14 年 12 月 1 日～令和 15 年 7 月末日 

施設引渡し日 ・1 期工事：令和 13 年 6 月末日 
・2 期工事：令和 14 年 11 月末日 
・3 期工事：令和 15 年 7 月末日 

開業準備期間 事業者が提案した日～運営期間の開始前日 
供用開始日 ・中学校新校舎：令和 13 年 9 月 1 日 

・義務教育学校（開校）及びこども図書館：令和 14 年 4 月 1 日 
・屋外施設等を含む全面：令和 15 年 8 月 1 日 

維持管理期間 各施設引渡し日～令和 29 年 3 月末日 
運営期間 ・学校給食調理業務：中学校新校舎供用開始日～令和 29 年 3 月末

日 
・学校開放施設の運営業務及び学校図書館・こども図書館・町立図

書館運営業務：義務教育学校（開校）及びこども図書館供用開始

日～令和 29 年 3 月末日 

 

事業契約締結日 令和 9 年 9 月頃 
事業期間 事業契約締結日～令和 29 年 3 月末日 
設計・建設期間 ・1 期工事：事業契約締結日～令和 13 年 6 月末日 

・2 期工事：令和 13 年 9 月 1 日～令和 14 年 11 月末日 
・3 期工事：令和 13 年 9 月 1 日～令和 15 年 7 月末日 

施設引渡し日 ・1 期工事：令和 13 年 6 月末日 
・2 期工事：令和 14 年 11 月末日 
・3 期工事：令和 15 年 7 月末日 

開業準備期間 事業者が提案した日～運営期間の開始前日 
供用開始日 ・中学校新校舎及びこども図書館：令和 13 年 9 月 1 日 

・義務教育学校（開校）：令和 14 年 4 月 1 日 
・屋外施設等を含む全面：令和 15 年 8 月 1 日 

維持管理期間 各施設引渡し日～令和 29 年 3 月末日 
運営期間 ・学校給食調理業務及び学校図書館・こども図書館・町立図書館運

営業務：中学校新校舎供用開始日（令和 13 年 9 月 1 日）～令和

29 年 3 月末日 
・学校開放施設の運営業務：義務教育学校（開校）日（令和 14 年 4
月 1 日）～令和 29 年 3 月末日 
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5 10 第2章 第2節 1
1.　募集及び選
定スケジュール

6 11 第2章 第2節 2 (2)

(2)　入札説明書
等に関する質問
の受付及び回
答

ア　受付期間：第1回 入札説明書等公表の日から令和8年10月上
旬頃まで

ア　受付期間：第1回 入札説明書等公表の日から令和8年10月中
旬頃まで

7 11 第2章 第2節 2 (4)
(4)　参加表明書
及び資格審査
書類の受付

本事業への参加表明書及び資格審査書類を令和9年2月上旬に
受け付ける。資格審査の結果は、入札参加者に通知する。

本事業への参加表明書及び資格審査書類を令和9年1月中旬に
受け付ける。資格審査の結果は、入札参加者に通知する。

8 16 第2章 第3節 3
3.　入札参加者
の制限

(12)　入札参加者のいずれかで、他の入札参加者として参加して
いる者。また、入札参加者のいずれかで、他の入札参加者と資本
面又は人事面において関連がある者。ただし、運営業務を行う者
のうち、給食調理業務を実施する協力企業として本事業に参加し
ようとする者、及び学校図書館・こども図書館・町立図書館運営業
務を実施する協力企業として本事業に参加しようとする者は、複数
の入札参加者の協力企業となることができる。

(12)　入札参加者のいずれかで、他の入札参加者として参加して
いる者。また、入札参加者のいずれかで、他の入札参加者と資本
面又は人事面において関連がある者。ただし、運営業務を行う者
のうち、学校図書館・こども図書館・町立図書館運営業務を実施す
る協力企業として本事業に参加しようとする者は、情報管理に関
する誓約書の提出を条件とし、複数の入札参加者の協力企業とな
ることができる。

日  程 内  容 

令和 8 年 9 月下旬 入札の公告、入札説明書等の公表 

令和 8 年 10 月上旬 入札説明書等に関する説明会の開催 

令和 8 年 10 月上旬 入札説明書等に関する第 1 回質問及び個別対話受付締切 

令和 8 年 10 月下旬 入札説明書等に関する第 1 回個別対話 

令和 8 年 11 月中旬 入札説明書等に関する第 1 回質問・回答及び個別対話結

果の公表 

令和 8 年 11 月下旬 入札説明書等に関する第 2 回質問受付締切 

令和 8 年 12 月下旬 入札説明書等に関する第 2 回質問・回答の公表 

令和 9 年 1 月中旬 入札説明書等に関する第 2 回個別対話受付締切 

令和 9 年 2 月上旬 入札説明書等に関する第 2 回個別対話 

令和 9 年 2 月上旬 参加表明書及び資格審査書類の受付締切 

令和 9 年 3 月上旬 入札説明書等に関する第 2 回個別対話結果の公表 

令和 9 年 4 月上旬 入札及び提案に係る書類の受付締切 

令和 9 年 6 月中旬 事業者のプレゼンテーション及びヒアリング 

令和 9 年 7 月上旬 落札者の決定及び公表 

令和 9 年 7 月中旬 基本協定の締結 

令和 9 年 8 月中旬 仮事業契約の締結 

令和 9 年 9 月中旬 本契約の締結（町議会の議決） 

 

日  程 内  容 

令和 8 年 9 月下旬 入札の公告、入札説明書等の公表 

令和 8 年 10 月上旬 入札説明書等に関する説明会の開催 

令和 8 年 10 月中旬 入札説明書等に関する第 1 回質問及び個別対話受付締切 

令和 8 年 10 月下旬 入札説明書等に関する第 1 回個別対話 

令和 8 年 11 月中旬 入札説明書等に関する第 1 回質問・回答及び個別対話結

果の公表 

令和 8 年 11 月下旬 入札説明書等に関する第 2 回質問受付締切 

令和 8 年 12 月下旬 入札説明書等に関する第 2 回質問・回答の公表 

令和 9 年 1 月中旬 参加表明書及び資格審査書類の受付締切 

令和 9 年 1 月中旬 入札説明書等に関する第 2 回個別対話受付締切 

令和 9 年 2 月上旬 入札説明書等に関する第 2 回個別対話 

令和 9 年 2 月下旬 入札説明書等に関する第 2 回個別対話結果の公表 

令和 9 年 4 月上旬 入札及び提案に係る書類の受付締切 

令和 9 年 6 月中旬 事業者のプレゼンテーション及びヒアリング 

令和 9 年 7 月上旬 落札者の決定及び公表 

令和 9 年 7 月中旬 基本協定の締結 

令和 9 年 8 月中旬 仮事業契約（設計及び 1 期建設業務）の締結 

令和 9 年 9 月下旬 本契約（設計及び 1 期建設業務）の締結（町議会の議決） 

令和 13 年 5 月下旬 仮事業契約（2 期・3 期建設業務及び維持管理・運営業務）

の締結 

令和 13 年 6 月下旬 本契約（2 期・3 期建設業務及び維持管理・運営業務）の締

結（町議会の議決） 
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9 18 第2章 第5節 2
2.　審査委員会
の設置

審査委員会の委員は、決定後すみやかに公表する。

審査委員会の委員は、次のとおりである。

10 21 第4章 第1節 敷地面積
34,357.96㎡（現上市町立上市中学校敷地）
及び1,658.20㎡（Ｂ＆Ｇプール跡地）

31,587.96㎡（現上市町立上市中学校敷地から道路拡幅面積を除
く）
及び1,658.20㎡（Ｂ＆Ｇプール跡地）

11 22 第4章 第2節 1
1. 整備対象施
設

※ 延床面積：13,567㎡程度（生徒や教職員の使用に支障がなく共
用できる計画であれば、その面積の減少を認める。）

※ 延床面積：13,567㎡程度（概ね±5％以内。ただし、生徒や教職
員の使用に支障がなく共用できる計画であれば、その面積の減少
を認める。）

12 26 第7章 第3節
第3節　財政上
及び金融上の
支援

なお、本町は、国等からの補助金等（文部科学省　公立学校施設
整備費負担金、国土交通省　都市構造再編集中支援事業交付
金、総務省　緊急防災・減災事業債、農林水産省（林野庁）　森林
環境譲与税交付金、富山県農林水産部森林政策課　木の香ると
やまの街づくり事業等を予定）の財源措置を受けることを想定して
いる。

なお、本町は、国等からの補助金等（文部科学省　公立学校施設
整備費負担金、国土交通省　都市構造再編集中支援事業交付金
及び国土交通省空き家対策総合支援事業、総務省　緊急防災・減
災事業債、農林水産省（林野庁）　森林環境譲与税交付金、富山
県農林水産部森林政策課　木の香るとやまの街づくり事業等を予
定）の財源措置を受けることを想定している。

13 27 第8章 第2節
第2節　議会の
議決

本町は、債務負担行為の設定に関する議案を令和8年9月町議会
定例会に、また、事業契約の締結に関する議案を令和9年9月町
議会定例会に提出する予定である。

本町は、債務負担行為の設定に関する議案を令和8年9月町議会
定例会に、また、事業契約の締結に関する議案を令和9年9月町
議会定例会及び令和13年6月町議会定例会に提出する予定であ
る。

13 27 第8章 第4節 3 (3) (3)　開催場所 上市町役場庁舎３階　第５会議室 上市町役場庁舎４階　大ホール

15 28 第8章 第4節 5 (1) (1)　受付期間
実施方針及び要求水準書（案）の公表の日～令和8年6月23日
（火）17:00まで

実施方針及び要求水準書（案）の公表の日～令和8年6月30日
（火）正午まで

16 28 第8章 第4節 6 (1) (1)　実施日 令和8年6月30日（火）、7月1日（水） 令和8年7月14日（火）、7月15日（水）

17 28 第8章 第4節 6 (4) (4)　受付期間 令和8年6月23日（火）17:00まで 令和8年6月30日（火）正午まで

18 29 第8章 第4節 7

7.　実施方針及
び要求水準書
（案）に関する質
問及び意見へ
の回答

本町は、実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び意見へ
の回答を、令和8年7月中旬に、本町ウェブサイトにおいて公表す
る。

本町は、実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び意見へ
の回答を、令和8年7月下旬に、本町ウェブサイトにおいて公表す
る。

（敬称略）

氏名 役職等 

竹内 申一 金沢工業大学 建築学部 建築デザイン学科 教授 

宮村 裕子 京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科 教授 

籔谷 祐介 富山大学 芸術文化学部 講師 

小竹 敏弘 上市町副町長 

牧田 康博 上市町教育委員会教育長 
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19 35
資料2：事業予
定地位置図

B＆Gプール
跡地の追記


